
 

船舶事故調査報告書 

令和２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成３１年４月２７日 １６時００分ごろ 

発生場所 熊本県水俣
みなまた

市水俣港 

 恋路
こ い じ

島灯台から真方位０９６°１,５６５ｍ付近 

 （概位 北緯３２°１１.７′ 東経１３０°２２.６′） 

事故の概要  油タンカー兼液体化学薬品ばら積船民
みん

豊
ほう

丸は、離岸作業中、岸壁に

衝突した。 

事故調査の経過 令和元年８月２７日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

油タンカー兼液体化学薬品ばら積船 民豊丸、４９８トン 

１３６１５５、開成マリーン株式会社（船舶管理人）、有限会社六

甲船舶（船舶借入人、Ａ社） 

ディーゼル機関、４サイクル、出力７３５kＷ、回転数毎分   

３５５、６気筒、ボア２８０㎜、使用燃料Ａ重油 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

機関長、三級（機関）（機関限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船首部外板に破口及び凹損 

岸壁 コンクリートに欠損及び防舷材に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

事故の経過  本船は、船長及び機関長ほか３人が乗り組み、出船左舷着けで係留

していた水俣港緑ふ頭岸壁（以下「本件岸壁」という。）から、沖縄

県宮古島市長山
ながやま

港に向けて離岸を始めた。 

本船は、右舷アンカーを巻き揚げるとともに、係留索を離したとこ

ろ、左舷船尾部が本件岸壁に接近したので、船長が左舵を取って微速

前進としたところ、続けて船首部が岸壁に接近したので‘船橋の主機

遠隔操縦装置’（以下「本件装置」という。）の操縦ハンドルを中立に

続いて後進に入れたが、前進したまま船首部が本件岸壁に衝突した。 

本船は、本事故後、機関長が点検したところ、本件装置の制御盤に

組み込まれた電磁弁が約２０年の使用で経年劣化して制御空気の漏れ

を生じ、本件装置の操縦ハンドルでのクラッチ操作が不能であったこ

とが判明し、同電磁弁を交換して復旧した。 

分析  

 

 本船は、離岸作業中、本件装置の操縦ハンドルを中立に続いて後進

に入れた際、本件装置の制御盤に組み込まれた電磁弁が経年劣化によ

り制御空気の漏れを生じていたことから、本件装置の操縦ハンドルで

のクラッチ操作が不能となり、前進したまま本件岸壁に衝突したもの



 

と考えられる。 

原因 本事故は、本船が、離岸作業中、本件装置の操縦ハンドルを中立に

続いて後進に入れた際、本件装置の制御盤に組み込まれた電磁弁が経

年劣化により制御空気の漏れを生じていたため、本件装置の操縦ハン

ドルでのクラッチ操作が不能となり、前進したまま本件岸壁に衝突し

たものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、次の改善措置を採った。 

 ・離着岸作業開始前には、前後進試験を行ってクラッチの作動状況

を確認することとした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機遠隔操縦装置は、制御盤に組み込まれている電磁弁を定期的

に点検し、交換することが望ましい。 

 


